
特定教育・保育施設の利用定員について 

 

１ 趣旨 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５条）第３１条第２項の規定において、

市町村長が特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、意見を聴くことと

されていることから、意見を伺うものである。 

 

２ 概要 

  「利用定員」とは、子ども・子育て支援法第２７条第１項の「確認」において定め

られるものであり、市町村は、子ども・子育て支援事業計画に基づき、各施設に対し

て、認定区分ごとに「認可定員」の範囲内で「利用定員」を設定する。利用定員は認

可定員に一致させることが基本となる。この利用定員を基に、給付費等の基礎単価が

決定される。  

 

事業所の名称 滝沢えほんの森保育園  

施設の所在地 滝沢市鵜飼向新田１０２番地１  

教育・保育施設の区分  保育所 

事業開始（予定）年月日 令和８年４月１日  

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳  ５歳 計 

認可定員（予定）  ３ １１ １２ １５ １５  １５ ７１ 

利用定員（予定）  ３ １１ １２ １５ １５  １５ ７１ 

 

３ 令和８年度の利用定員について 

  別紙のとおり  
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特定教育・保育施設の利用定員

【令和８年度】

1号認定 2号認定 3号認定

3歳以上
教育

3歳以上児
保育

3歳未満児
保育

0歳児 1・2歳児

ふうりん保育園 50 27 23 7 16

大沢保育園 50 29 21 5 16

鵜飼保育園 130 70 60 20 40

元村保育園 130 66 64 20 44

牧の林すずの音保育園 120 65 55 15 40

南巣子保育園 120 65 55 17 38

ハレルヤ保育園 75 42 33 9 24

巣子保育園 100 57 43 12 31

川前保育園 100 57 43 12 31

一本木保育園 45 25 20 3 17

柳沢保育園 45 26 19 5 14

りんごの森保育園　　　　　　　 90 54 36 12 24

滝沢えほんの森保育園 71 45 26 3 23

認定こども園ふじなでしここども園 210 90 70 50 12 38

なでしこ保育園 115 15 60 40 10 30

幼保連携型認定こども園つばめ幼稚園 226 120 70 36 6 30

大釜幼稚園保育園 417 252 81 84 12 72

2,094 477 909 708 180 528

保育計

変更内容

1号認定 2号認定 3号認定

3歳以上
教育

3歳以上児
保育

3歳未満児
保育

0歳児 1・2歳児

りんごの森保育園　　　　　　　 -20 -20 -3 -17

滝沢えほんの森保育園 71 45 26 3 23

幼保連携型認定こども園つばめ幼稚園 -45 -45 0

大釜幼稚園保育園 -147 -147

保育所 私立

認定こども園 私立

計

1,617

保育所 私立

区分 施設名

利用定員

合計

（内訳）

認定こども園 私立

区分 施設名

利用定員

合計

（内訳）
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